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「障害文化」の教育的意義

一 当事者の視点 と人権教育の架橋のために一

松 波 め ぐみ

腰 旨】

人権課題 を設定す る際 にマイノリティ当事者が発展 させて きた視点 は不可欠であるが、障害者問題 に関す る人権

教育 においては当事者の視点が十分 に反映 されていなか った。本論 では 「当事者の視点」 と人権教育を架橋するた

め、障害学の文脈における 「障害文化論」に注 目 し、検 証軸の抽出 を試 みる。

障害文化論 とは、ろ う文化運動や 自立生活運動 にお ける 「障害 を肯定する」志 向の影響 を受けて展開 され、障害

者集団が育んで きた価値観 や生活文化 を再評価す るとともに、主流社会の健常者 中心主義的なあ り方が障害者の生

を抑圧 しているこ とを批判 し、主流文化の相対化 を促 す主張である。

障害文化論 に照 らす と、従来の人権教育には健常者中心主義 を相対化する視点 を欠いていた。障害文化論は、障

害者の経験や視点を経由 して、自明 とされていたこの社会の構成原理やあ り方、つま りマ ジョリティ中心の 「文化」

のあ りようを変革するヒン トを提供 してお り、それ 自体が 「教育的」 と言える。

仮説的 に検証軸 を挙 げた。①問題設定が 「障害の個人モデル」 「医療 モデル」 でないか、②健常者に都 合の よい

障害者像 でないか、③ 「健常者 中心主義」に気づ く契機の有無 、④障害者運動が築 いて きた価値 の反映、⑤ 多様 な

当事者の生 とリア リティの尊重 、以上である。

はじめに

社会的にマイノリティである人々の生活世界や価値観と、公教育あるいは行政との間には相当な距離が

ある。かれらの抱える問題が、「教育、学習、啓発」を通 じて広 く児童生徒や一般市民に理解されるべき

だとされるのは、ただ彼らが 「少数だから」でほない。その課題が社会において解決すべき人権課題だと

認められるからだ。その背景には、部落問題がそうであったように、被差別当事者の立ち上がりと、課題

を社会化する過程が見出されよう。

当然のことを最初に述べたのは、人権教育の課題を設定する際に当事者側からの 「課題の社会化」が重

要であることを確認 したかったからだ。「何が課題であり、どういう視点を持つべきか」を規定する際に、

マイノリティ当事者の視点は不可欠であるはずだが、実際はどうか。当事者が切り開いてきた視点や社会

に対する主張が人権教育の内容に適切に反映されず、むしろそこに現実の社会構造や力関係一 マイノリ

ティ集団間、集団内のそれを含め一 がそのまま反映されてしまっているのではないか。当事者の視点の

欠落には、ただ 「厳しい状況が無視される」ことに限らず、歪められて表象されることも含まれよう。筆

者は障害当事者運動の一端に関わってきた者として、従来の人権教育 ・啓発における 「障害者問題」は、

障害当事者が発展させてきた視点を十分に反映していないという問題意識を持っている*1)。

現在必要なことは 「当事者の視点」と人権教育を架橋するための理論構築であろう。本稿では、障害当

事者運動や、日々の生活を含む実践の中で築かれてきた 「当事者の視点」を反映するものとして、「障害

学DisabmtyStudies」 を理論枠組みとして採用し、その中でも 「障害文化論」とよばれる議論に注目する。

それは、その議論の中に、当事者の視点から社会を批判的に見て新しい価値をつくりだすための知恵があ

ると思われるからだ。本稿では、障害者に関わる人権教育実践を検討するための検証軸の抽出を試みる。

本稿の構成としては、まず当事者の視点からの 「知の運動」である障害学の概要を述べる。次に 「障害

文化論」を文脈に留意しつつ展開し、その教育的意義をまとめる。最後に、当事者の経験を生かした人権

教育のための検証軸を仮説的に提示する。
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1.「 当事者の学」としての障害学

1-1障 害学 とは

障 害学 は次 の ように定 義 され る。 「障害 、障 害 者 を社 会、 文化 の 視点 か ら考 え直 し、従 来 の 『障 害者 す

なわ ち医療 、.リ ハ ビリテ ーシ ョン、 社会福 祉 、特 殊教 育 の対 象』 とい った 『枠 』 か ら障害 、障 害者 を解 放

す る試 み 」(石 川 ・長瀬 、1999:11)。 つ ま り障害 学 とは、従 来 「治療 、援 助 、理 解 の対 象 」 と見 られが ち

で あ った障 害者 自身の経 験 や視 点 か ら、 学問 を含 む社 会 のあ り方 を見 直す 思想 で あ り、学 際的 な 「知 の運

動 」 と も言 わ れて い る。 なぜ この よ うな学問 が た ちあ げ られ た のか は、以 下 に述べ る背 景 をぬ きには理 解

され に くい もの で ある。2章 の前提 を示 すた め に も、 簡単 に述 べ てお く。

1-2障 害 学 誕生 の背 景 一一 障 害当事 者運 動 の転 換一

今 日 「障 害者 」 と呼 ばれ る条件 を もつ 人へ の忌 避感 や排 除 は長 い歴 史 を もつが 、障害 者 や その家 族 に付

与 された ステ ィグマ、社 会 関係 の遮 断、教 育 機会 や労 働 か らの疎外 とい った社 会 的要 因 ゆえ に、障 害 当事

者 運動 が誕生 す る の は相対 的 に遅 か った。現 在 につ なが る流 れ の基点 と して、1960年 代 後 半 か ら70年 代 に

明確 な区切 りが 認め られる。 米 国の黒 人 の公民 権 運動 や女 性解 放運 動 をは じめ様 々 な社 会運 動 が生起 し影

響 を及 ぼ しあ って いた時 期 に、世 界各 地 で新 しい型 の障害 者運 動 が誕生 した。 特筆 すべ き もの に米 国の 自

立生 活運 動 、 日本の脳 性 マ ヒ者 に よる 「青 い 芝 の会」 等が あ る。 これ らに共通 す る方 向性 は、 障害 者 に対

す る社会 の排 除 を問 題化 し、変 わ るべ きは障害 者 個人 で な く社 会 の側 であ る と主 張 した ことであ る。また、

重度 障害 者 が介 護 を得 て地域 で暮 ら して い く 「自立生 活」 の実 践 が 出現 した。 こ う した展 開 は、そ れ以 前

の 運動 の 目標 が 以 後 も 「主流 」 の運 動 は そ う なの だが一一 給付 金 獲得 や施設 整 備 な ど 「福 祉 の拡 充 」

で あ った こ と と対照 的で あ る。 また従 来 は親 や専 門家 が運 動 の 中心 にな りが ちで あ ったの に対 し、 障害 者

自身 こそが変 化 の主 体で あ る と主張 され 、当事 者 主体 の運 動 や 当事 者 の 自助活 動が 盛 ん にな った。 この時

期 の も う一 つ の重要 な転 換 と して、否 定 的 な障害 者観 は 障害 者 自身 に も内面化 されて い る こ とが気 づ かれ

一 これ を真 摯 に追 求 したの が 日本 の 「青 い 芝の 会」 の横塚 晃 一 で あ った(2-3参 照)一 、 「肯 定 的

な障害 者 アイ デ ンテ ィテ ィ」 の 追求 が始 め られ た こ とを挙 げて お く。彼 らは健 常者 中心 社 会へ の告発 に と

ど まらず、 障害 を もつ 自己へ の嫌 悪 と向 き合 い 、障害 者 どう しの相 互承 認 や社 会運 動 を通 して、 自 らに与

え られた否定 的 な意 味づ け を 自ら書 き換 えて い った。

障害学 の起 源 も1970年 代 に遡 る。 英国 の 当事者 運動 で あ る反隔 離 身体 障害者 連盟 は 「障 害者 に配 慮 しな

い杜 会環 境 を変 え れば 『障害 』 は取 り除 かれ る」 と主張 した 。 自 ら も障害 者 であ る ヴ ィク ・フ ィンケ ル シ

ュ タイ ンが 運動 の主 張 を初 めて 理論 化 し、75年 に オー プ ンユ ニバ ー シテ ィで社 会 的視点 か ら 「地域 社会 で

の 障害 者」 とい うコ ース を開講 したのが 英 国障害 学 の源流 と される。 以 降、 国内外 の 障害 者運 動 の進展 と

と もに理論 化 も進 み 、 「学」 と して位 置づ け られ て い った。 そ の背 景 に は他 のマ イ ノ リテ ィの権 利獲 得 運

動 とアイ デ ンテ ィテ ィポ リテ ィク スの展 開 に と もなって 誕生 したエ スニ ックス タデ ィーズ 、女 性学 、 レズ

ビア ン/ゲ イス タデ ィーズ な ど他 の 「当事 者 の学」 の発 展 が あ った。 障害 学が 制度 化 をみ るの は1980年 代

以 降の英 米 にお いて だが 、も と もと1970年 代 の 「障害 者解 放 運動 」以 来 の運動 の蓄 積が あ る 日本 で も近年 、

障害 学へ の 関心 が高 ま り、1999年 に初 の論 集(石 川 ・長瀬 、1999)が 出 て以 降、活発 な動 きが 進行 中で あ

る。

1-3「 障害 の社 会モ デル」 一 問題 を社会 化す る一

学 問分 野 を横 断す る障 害学 は 多様 な議論 を含 む もので あ るが、基 本概 念 と して共 有 され てい るの が 「障

害 の社 会 モデ ル」 で あ る。 こ れは端 的 に言 えば、 障害 者 が 困難 に直 面 す るの は 「身体 に障害 が あ るか ら」

で は な く 「社 会 に不備 が あ るか ら」 であ る と し、 多様 な 障害 をもつ人 が いる こ とを考慮 せ ず に形成 され営

まれ てい る社 会 シス テ ム こそ が 『障害=disabillty:社 会 的障 壁』 をつ くって い る とい う主張 で あ る。*2>

「障害 の社 会 モ デル」 は 「個 人 モ デル」 「医 療 モデ ル」 とい う二 つの モ デルへ の オル タナテ ィ ブであ る。

まず 「障 害 の個 人モ デル」 は障害 者が抱 える 困難 は個 人 の責任 で 「克服 」 され るべ き とす る ものだ 。対 す

る社 会モ デ ルは 、困難 の解 決 は社会 の責 任 であ る こ とを明確 に主 張す る。 もう一つ の 「障害 の医 療 モデ ル」

は 、問題 の焦点 を 『障 害=impaimlent:身 体 の損 傷 』 に置 き、 問題 解 決の 手段 を第一 義的 に医療 に お くも

の で ある 。 これ に対 して、社 会 モ デ ル は問題 の 焦点 を 『(社会 が つ くる)障 害 罵disability』にお き、 障害
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者 の生 にお ける医療 の位 置 を相対 化 す る。社 会 モデ ルが これ らを批判 はす るの は、そ う したモ デ ル に基 づ

く常 識 的 な障 害者 観 こそ が、 障害 者 を無 力 化す る(disabling)政 策 や健常 者 の ま な ざ しを強化 し、 障害 当

事 者 の尊厳 や意 味 あ る生 活 を奪 って きたか らに ほか な らない。

この 「障害 の社会 モ デル」 は 「権利 」 と親 和 的 な概 念 であ る。 なぜ な ら 「社 会 モデ ル」 は、個 々の障 害

者 が直 面す る問題 を徹 底 して社 会の 文脈 で捉 え てい く思想 で あ り、行 政交 渉 の よ うな運動 の具 体 的場 面 で

使 える武器 で もあ った か らだ。 交通 ア クセ ス改善 に しろ、教育 や就 労 の権 利 を求 め るにせ よ、個 人 の努 力

や周 囲の配 慮 に頼 るの で はな く、社 会 の側 の責任 と して解 決 すべ きだ と運 動 は主 張 して きた し、 その認識

を社 会 に広 め よ う とも して きた。

1-4障 害学 とい う学 問 と 「障 害 の社会 モ デル」

障害 者 は社会福 祉 学 、医学 、 リハ ビリテ ー シ ョン学 な どの分 野 で研 究 され て きたが 、そ れ ら既 存 の学 問

の一部 は障 害者 の主 体性 を奪 い 、障 害者 の 「生」 に抑 圧 的 な働 きを して きた。 そ れ ど ころか現行 の社 会状

況 や権 力 関係 を正 当化 す る役 割 を も果 た して も きた。 だ か らこそ 、学 問 とい う フ ィー ル ドで も 「当事 者 の

視 点 か らの批判 とオル タナ テ ィブの提 示」 が 要請 され、障 害 「学」 が登 場 したで あ る。 む ろん既 存 の学 問

にあ って も障害 学的 な問題意 識 を持 つ者 もいるが 、 そ こで必ず 言及 され るのが 「障 害 の社 会モ デル」 で あ

る(Bamesetal,1999;倉 本、2㎜)。 社会 モ デ ルは 、あ る障 害研 究が 「障害 学で あ るか否 か」 を分 かつ試

金 石 なので あ る。

1-5人 権 教 育 ・啓 発 に対 す る障害 学の 有効 性

本 稿 で障 害学 を理論 枠 組 み とす るの は、障害 当事者 運動一 そ れ は 「生 きて い くこ と」 を一 日た りと も

疎 か にで きない緊張 感 の中 で現実 課題 に取 り組 み つ つ、尊 厳 や価値 の 問題 に も向 き合 って きた運 動 であ る

一 の到達 点 を反 映 し、課 題 を継承 してい る もの と認 め られ るか らで あ る。 い わ ば障害 者 の生活 と運 動 の

「知 恵 の結 晶」 とい う こ とが で き、 当事 者 の視 点 か ら社 会 観 や人 間観 、 さ らには 人権観 を見 直す 示唆 に富

んでい る。障害 学 の議論 の 中で も、次 に示 す 「障 害文 化論」 は と りわけ 、人 権教 育(あ る いは多 文化教 育)

との接 点 をあ らわす もの と思 わ れる。

2.障 害文化論の系譜

こ の章で は 、障害 学 の文 脈 にお け る 「障害文 化」*3)と 呼 ばれ る概念 に着 目 してい く。 障 害文 化論 に注

目す る理 由は、 「平等 」 「共生」 とい った普 遍 的概 念 だけで は と りこぼ され る課題 に も目配 りをす る とと も

に、 「障害 当事 者 の視 点」 とは どうい う こ となの か、健 常 者 は何 を問 われ てい る のか を具体 的 に学 ぶ 手が

か りとな る と考 える か らで あ る。本 章 は 「障害 文化 」 に関 わる議 論 を系 譜 を追 っ て検 討す るが、 そ の際 、

そ れが 主張 され た文脈 や動 機 に注 意す る。

2-1障 害 文化 論 の外枠

「障 害 文 化 」 の 意 味 は論 者 と文脈 に よ り異 な る た め 全 体 を包 含 す る 定 義 は不 可能 で あ る が 、 倉 本

(2000:90-97)に 倣 って三 つ の要 素 か らな る 「文 化」 の定 義 を示 して お こ う。 まず 、 「慣 習 化 され た行 為 ・

行動 様式 」 と しての文 化 で ある。 意識 せず と も慣 習的 に と られ て い る行 動 パ ター ンや動作 ・くせ 、生 活様

式等 を指 す 。次 に 「ル ールや価 値 観 としての文 化」 で あ る。 こ こには信 念 や美 意識 も 「役 割 期待 」等 も含

まれ る。最 後が 、最 も一般 的 な もので ある が、道具 や技 術 、芸 術作 品等 の 「生 産物 」 と しての文化 で あ る。

本文 で紹 介 す る論 考 で は、重 点 の違 い こそあ れ三 者が不 可分 に絡 み合 った 「文化 」像 が ベ ース に なって い

る。

検討 対象 と して は、 日本 の 「障害 学」 をめ ぐる動 きが 出現 し 「障害 文化 」 が論 じられ始 め てか ら一定 の決

着 をみ る までの 、1995年 頃か ら2000年 まで の議 論 を取 り上 げ る。 こ こで取 り上 げ る論 者 らは、障 害者 運動

史や 先駆 的 な障害 研究 を含 め た前提 を共有 してい る上 、互 い に意見 交流 し うる位 置 に ある こ とか ら も、一

連の議 論 と して考 え る こ とがで きる。
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2-2障 害文 化論 の前提

2-2-1ろ う文 化運 動 のイ ンパ ク ト

1980年 代 に米 国で 起 こ り拡 大 した動 きに 「ろ う文化 運動 」が あ る。 これ は、 ろ う者が 自 らを 「聴覚 障害

者」 で は な く、 「手話 とい う言語 を話 す言 語 ・文化 集 団」 と して位 置づ け 、「ろ う文 化」 の存 在 を聴者 に向

か って 宣言 し、 その 尊重 を求 め てい っ た運 動 で ある。 日本 で この動 きが顕 在化 したの は95年 に木 村 晴美 ら

が雑 誌 「現 代 思 想」 誌 上 で発 表 したrろ う文 化 宣 言」(木 村 ・市 田、1995)を 契 機 と して で あ る。 この

「宣 言」 は 「ろ う者 とは 、 日本手 話 とい う、 日本語 どは異 なる言 語 を話 す言 語 的少 数者 で あ る」 とい う一

文 で始 ま り、 「ろ う者 自身 も 自信 と誇 りを取 り戻 しつ つ ある」 と言い 、 最後 は、 ろ う者 と聴 者 が 「近 い将

来、対 等 な立場 で 向 き合 うこ との で きる 日が必ず 来 る と私 たち は確 信 してい る」 と結 ばれ てい る。

「ろ う文化」 の背景 をお さえて お こ う。 ろう文化 論 者 は、 ろ う者 の歴 史 を 「植 民 地」 に なぞ らえる こ と

があ る*4)。 これは 、専 門家 が ろ う者 の あ りよ うを一方 的 に規 定 し、 「聴 者 に近づ くこと」 を良 しとす る価

値観 の 下で教 育 や医 療 や施 策一 それ は しば しば、 ろ う者 の利益 に反 す る もの だっ た一 が行 われ て きた

こと を指 す。聴 者 に伝 え られ る 「聴 覚 障害 者の 声」 は 、聴者 と価 値観 を共有 で きる中途失 聴 者や 、 口話 に

長 けた難 聴 者 のそ れで あ る こ とが多 く、 「聴 者 は普 通 の ろ う者 の 姿 を知 らない ま ま」 だ った ので あ る(金

澤、1998:4546)。 ろ う文 化 宣言 が ろ う者 の 間 に 「や む こ との ない」 支 持 を得 た の は、 そ れが聴 者 の誤 解

を正 す もの で あ った と同 時 に、 自分 達の 日常 の姿が 肯 定 的 に語 られ てい た ため と考 え られる 。 「宣言 」が

謳 う 「自信 と誇 り」 は、多 数派(聴 者)社 会 に承認 を求め る もの であ る と伺 時 に、 ろ う者が 自己の あ りの

ままの姿 に 自信 を持 ってい くこ とを も意味 して いた。

「ろ う文 化宣 言」 は、 ろ う者 以 外 の障 害者 に 自身の集 団に つ いて考 える契 機 を提 供 した。 「宣言 」 は障

害 を文 化 と して捉 え る試み を一挙 に促 進 させ た ので あ る。

2-2-2「 障 害文 化」 の海外 事 情

海外 の 「障害 文化 」 の議論 を長瀬(1996,1998)が 紹 介 した こ とも、 後 の議論 に影響 を与 えた 。 まず米

国で は84年 頃か ら障害 文化 の議 論 が始 まったが 、顕 著 な動 きにス テ ィーブ ン ・ブ ラウ ンを旗 手 とす る 「障

害文 化運動 」 が ある。 ブラ ウ ンは94年 に 「世界 中 の障 害者 の歴 史 、活動 、文 化 的 アイ デ ンテ ィテ ィに誇 り

を もつ こ と」 を目的 とす る活動 を始め た。 長瀬 は 、 こ う した思 想 は 日本 の 障害者 運動 に も既 に あ った と し

て、70年 代 の 「青 い 芝」 の運動 や 自立 生活 運動 にお ける 「障害 を一つ のか けが えの ない個 性 と して受 け入

れ、 あ りの ま まの 自分 を まる ご と肯 定 す る生 き方」(岡 原 ・立 岩、1990:160)を 志 向す る世 界 と重 なる も

の だ と指摘 した(長 瀬 、1998:205-207)。 また米 国で 異文 化 コ ミュ ニ ケー シ ョンを専 攻 す る岩 隈 に よる と、

元 は人種 、民族 集 団 間 を前 提 と してい た この部 門 で も、障害 者 と健常 者 の コ ミュニ ケ ーシ ョンを主題 と し

た研 究 が増 え てい る。 「ろ う者 だ け で な く、他 の障 害者 たち も自分 た ちの共 通性 に目覚 め始 め た」(岩 隈 、

1998:193-196)と い う こ とだ。 一 方 、 「障 害 の 社 会 モ デ ル」 を産 ん だ英 国で も、 モ リスが 、 障 害文 化 は

「正常 であ る ふ りをす る よ うに仕 向 け る圧 力 を認 知 す るの を可 能 に し」、 「我 々 の 自分 自身 に対 す る偏見 、

そ して非障 害者 の文 化 が もつ偏見 に挑 戦 す る」 と考 えて い る(Morris,1991:37)こ とが紹 介 され た。

2-3.先 駆 的 な議 論

こ こで は 日本 にお ける障 害文 化論 の先 導的役 割 を果 た した二 人 の提起 を概 観 す る。

2-3-1杉 野 昭博 の 「障害 の文化 」論 一 「共 生」 の 陥穽 を照射 す る一

盲学 校勤 務 の経験 が あ り、人類 学 か ら転 じて社 会 政策 を専 門 とす る杉野 は、早 くか ら盲 文化 に着 目 して

いたが 、海 外事 情 も摂取 した後 、 「『障害 の文 化』 と 『共 生』 の課 題」 と題 した論 文(杉 野 、1997)を 文 化

人類学 の分 野で発 表 した。 これ は 「障害文 化 」 に関す る 日本初 の本 格 的論考 と して大 きな影 響 を与 えた。

杉野 はゴ ッフマ ンの 逸脱論 に ヒン トを得 て、個 々の障 害者 の ア イデ ンテ ィテ ィ形成 の あ りよう とそ れ に

伴 う行 動様 式 に注 目 し、そ れ を 「障害 の文 化」 と呼 んで 三層 に分類 した。 そ れが 「名づ け と して の障害 、

名 づ け に対 す る反作 用 、名 の り と しての障 害」 で あ る。*51

まず 、 「名づ け と しての 障害」 とは、 「障害 者役 割 の セ ッ ト」で あ る。障 害 者 は主流社 会 か ら 「障 害」 ラ

ベ ル を貼 り付 け られた結 果 、お とな し く従順 に、 けな げに振 舞 うよ うに とい った 「役 割期 待」 を内面化 し

て しまい、 それ を実 行 に移 す。 これ は健常 者 か ら一 方的 に規定 され る もので あ り 「従 属 文化 」 と言 える。
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次 に 「名づ けに対 す る反作 用 」 とは、 先 の 「名 づ け」 に反発 、抵 抗 す る もの であ る。 「健 常者 の ふ りを し

て 潜伏(パ ス)す る」 とい った消 極 的 な抵 抗 もあ れ ば、 一般社 会 が要 求す る 「ら しさ」 へ の反発 、施 設 に

お け る抵 抗 な ど、 「対抗 文 化」 と呼 び うる もの も含 まれ てい る(同:252-255)。 そ して最 後 の 「名 の りと し

て の障害 」 とは、健常 者 文化 に規 定 され る先 の二 者 とは異 な って、 障害 者集 団 の 「固有 文化」 に着 目す る

立場 で あ る。 自 ら障害 者 と して 「名 の り」 出 て、積 極 的 に障害 ア イデ ンテ ィテ ィを獲 得 しよ うとす る もの

だ 。健常 者社 会 の圧力 の も とで 「名 の り」 を可能 にす る ため に大 きな役 割 を果 た してい るの が 「ピア ・グ

ル ー プ」 す な わち、 同種 の障 害 を もつ 人 々の集 団 であ る。 障害 者個 人 に とって、 理屈 や 制度 な どの 「正 当

化 図式」 よ りも、 む しろ仲 間か らの 同意 や承認 な どの 「妥 当性構 造 」 こそが 意味 を もつ 。 自立生 活運 動 の

ピア カウ ンセ リ ングが ま さに こう した場 だ。 つ ま り、専 門家 に よる評価 や周 囲 の健 常者 による賞 賛 では な

く、 障 害 者 の 仲 間集 団 の 中 で育 まれ た価 値 観 こ そ が 、 「名 の り」 を可 能 にす る 「文 化 」 な の で あ る

(同:256)。

こ う した 「文 化 」 観 を展 開 した理 由 と して杉 野 は 、 「障 害者 と健 常 者 が 同 じ場 所 に い る こ とに よって

諸 々の問 題が 解決 され る」 と言 わん ばか りの今 日の 「共 生論 」 や 「ノーマ ライ ゼー シ ョン政 策」 は あま り

に も平板 な 「共生 」観 に基づ いて い る とい う危惧 を述べ る。具体 例 と して、 健常 者 と同 じ職場 に働 く強度

弱視 者 のケ ース を挙 げ、その 人が極 力 「障害」 が表面 化 しない よ う振 舞 わ ざる をえな い、つ ま り 「名 の り」

を抑圧 す る よ うにな る過程 を記 述 した 。つ ま り、障 害者 が健 常者 と同 じ場 所 にい る こ とに よって即 ち、 障

害 者 の生 きづ らさが解 消 され るわ けで は な く、 そ こに 「文化 の壁 」 があ る。不 可視 化 されて いた 障害者 が

社 会 の 中で可 視化 す るた め には、 自らの存在 や特 徴 を 「名 の る」 しか ないが 、そ れ は障害 者側 に負 担 を強

い る 「文 化闘 争」 で もあ るの だ。

平板 な 「共 生」概 念 の 陥穽 を指摘 した杉野 は、1970年 代 の 「青 い 芝の 会」 の横塚 晃 一 の思想 を例 に引い

て、 「障 害 の固 有文 化」 に考察 を進 めた 。横塚 は、 障害 者 が 「闘 う」相 手 は外 な る健 常 者社 会 よ りもむ し

ろ 「内 なる健 全者 幻想 」 であ る と述 べ 、健全 者へ のあ こが れ を払 拭 して 自 ら障害 者 と しての ア イデ ンテ ィ

テ ィ1を引 き受 け ない限 り、 自己解 放 は ない と語 っ たの であ る。 この こ とか ら杉野 は、 「名 の り」 を可能 に

す る固有 文化 とは 「障 害 を肯 定 す る文化 」で あ る と した(同:270)。

2-3-2「 障 害 を肯 定 す る文化 」:長 瀬 修 の提起

障 害者 の権 利 に関 わ る仕 事 に就 いて い た長瀬 は 、国連 在任 中の93年 よ り 「ろ う文化 」 に接 し、 ま たオ ラ

ンダ留 学 中 に 「障 害学 」 を知 った こと等 か ら、「障 害 の文化 」 に関心 を深 め た(長 瀬 、1998)。 長 瀬 は修 士

論 文(NagaseJ995)の 主題 を当初 「障害 者 の権 利 」 にす る予 定 で あ った が、徐 々 に 「障害 の文 化 」 を強

調 す る方 向 に軌 道修 正 す る。 「障害 者 の権 利 と少 な くと も同等 、 も しかす れ ばそ れ以 上 に重 要 なの は 「障

害 者 の文 化 の認 知 であ る と気 づ いた」 とい うの だ(長 瀬 、1996)。 そ して 「障害 を持 って、 障 害者 と して

生 きる こ とを一つ の生 き方 、文 化 と して はっ きり と認 め るこ とが 、権 利 の実現 や 環境 整備 と少 な くと も同

じだけ重 要」 だ と して 、米 国 の 自立 生活 運動 や 「障 害文 化」 に触 れ た後 、 日本 で の 「青 い芝」 等 の事例 を

挙 げ、 その 共通性 と普 遍性 を強調 した。 長瀬 は 、 「障害 者 の文 化 を認 め る とい う価 値 観 の変 化 な しで社 会

環 境 の変 革 を進 め る こ とは困 難」 で あ り、 「障害 と共 に生 きる価 値 を認 める ことは、 社 会環 境 の変 革 に魂

を入 れ る作業 であ る」 と して 、「障 害 に よる差 異 を祝 福 と して受 け止 め られ る社 会」 を目指 す必 要 性 を述

べ た。 ここ には、杉 野が 言 う 「名 の りの抑 圧」 へ の問題 意識 とも共 通性 が あ る。

2-4「 障害 文化 」 の社会 学 的研 究

ここ まで の流 れ を受 けて 、1997年 ご ろか ら 「障害 」 の社 会的 ・文 化 的側 面 に焦 点 をあ てた研 究 が 出現 す

る。 これ は 「日本 で も障 害学 を」 とい う長瀬 らの 呼 びか け と合 流す る もので あ った(山 田、1998)。

2-4-1「 生活 文化 」研 究 の意義:ま しこひで の りの提 起

社会 学 は 、障 が い者*6>の 「生 活機 会 」 に は関心 を向 け て も、 「生活 文 化 、生 活 世界 」 に は関心 を向 け

て こなか っ た。 「障が い 者 の生 活文 化」 は、知 識社 会 学 的 に言 えば 「非 障 がい 者 に は配 分 され てい ない 知

識 」(ま しこ、1998:6)で あ り、 そ れ を知 る こ とは 「地 理的 移動 を伴 わない文 化衝 撃」 だ とい う。

ま しこは生 活文 化 を 「障 が い に よる、 なか ば必 然 的 な要 素(A)」 と 「周囲 の非 障 が い者=多 数派 社 会

が もた らす要 素(B)」 とに分 け て考 察 した。Aの 例 と しては 、聴 覚 とは無 縁 な生 活 世界 が もた ら した 手
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話 の よう に、個 々 の 「障が い」 ご とに多様 に見 出 され る もの であ る。

問 題 はBで あ る。 ま しこは こん な例 を挙 げ る。 「重度 身体 障 が い者 がが あ ま り出 あ るか ない とい う現 実

は、 『公共 輸 送 に依 存せ ず 、 まち もあ るか ない』 とい った 『独 自の生 活文 化』 が あ るか ら、で は ない」。公

共 輸 送機 関 が障 壁 を取 り除 く努 力 を重 ね る な ら、 「予 想 をは るか に こえ た数 の障 が い者 が ま ちなか に登 場

す るはず」 だか らだ。 また、盲 人 の職 業が 一部 職種 に偏 っ てい るの は、その 能力 を有効 活 用 しよ うとせ ず、

保 護 ・管理 ・排 除 の対象 として扱 って きた近代 杜 会全 体 の風潮 が規 定 した 「職 業文 化」にす ぎな い とい う。

ま た、 よ り見 えに くいBの 問題 に、多 数 派社 会 が無 自覚 にお しつ け てい る規 範 や美 意識 が あ る。 「障が い

者 は周 囲 の視線 が 要求 す る とお りのふ る まい を身 につ け」 なけ れ ばな らない と思 い込 ま され 、そ のた め多

くの 障が い者文 化 は、「多数 派の秩 序 ・規 範 ・美意 識」 にか な り規定 され、妥 協 を迫 られ てい る(同:841)。

さらに障 害者 が 「保 護 すべ き幼 児 あ つか い」 を受 けた り、 「けな げ に生 きる」 とい う禁欲 主 義 を押 し付 け

られ る問 題 もある。 そ こで ま しこは、 「多 数派 の まな ざ しが影響 をあ た えて い る ら しい 障が い 者の 生活 文

化 には、 きちん と した メス を入 れ る必 要」 が あ る と結論 づ け た(同:11)。

2-4-2「 文化 」 と 「身体」:倉 本智 明 の問題 提 起1

これ までの議 論 を引 き継 ぎ、 卓抜 した 「文 化」 論 を発 表 し始 めた のが倉 本智 明 で ある。 ここで は、 障害

者 文化 と障 害者 身体 との関係 につい て着 目 した[倉 本 、1998,2000]を 取 り上 げ る。

倉 本 は 「障 害者 文化 」 を さ しあ た り、 「感覚 機 能 や精 神 活動 を も含 め た身体 の形 質 ・機 能 に 関 わっ て、

他 か ら分 節 され、 「障害 者 」 と名 付 け られた 人 び とが 日々生 きる文 化 」 と定義 しつ つ(倉 本 、1998:31)、

これ が なん らか の一 つ の実体 を指 し表 す もの で は ない と念 を押 す 。 また、 「民 族文 化 」等 と区 別 され る も

の と して 「障 害 者文 化」 を特 徴 づ け る な らば、 「身体 とい うマ テ リ アル な存在 と密 接 に関連 しなが ら構 築

され る文化」 とい う性 格 は見 逃 せ ない。むろ ん生活文 化 の全 てが 身体 に よって規 定 され るわ けで はない が、

「身体 と文 化 」 の 関係 性 は重 要 な要 素 で あ り続 け る とい う(同:31-40)。 さ らに また倉 本 は 「障害 者 文化 」

の 諸相 を、「支 配文化 か らの影響 」 とい う軸 か ら も考 察 して い る。 「支 配文 化 が従 うよ う要 求す る規 範 ・ル

ール の中 には
、障害 者 の身体 とは きわ めて相 性 の悪 い ものが あ」 り、そ れ に従 わない こ とが 「逸脱 」 と し

て 制裁 の対象 とな る。少 な くと も、制裁 を予期 して しま うが ため に、障害 者が 「自由 な振 る舞 い を奪 われ」

うる現 実が あ る とい う(倉 本 、2000:111)。

次 に、支 配文 化 の まな ざ しと身体 とい う相 矛 盾す る条件 の 下 で、 それ で も障害者 は 自 らの 身体 に合 った

方 法 を編 み出 して い る ことが指摘 され る。例 と して 「盲 人女性 の化粧」 を挙 げ、 そ れは 『苦 肉の策 』 とも

言 えるが 、れ っ き と した文 化 で もあ る(同:112)と 倉 本 は言 う。主 流文 化 が隅 々 まで浸 透 した 社会 で 日々

暮 ら して い る以 上 、同 じ人 で もあ る時 はそ れ に抵 抗 し、 あ る時 は妥協 し、 とい った使 い分 け をす るの は当

た り前 で あ り、 それ は実 は誰 もが 行 って い る よ うな こ とだ。 そ れ ら全 て を含 ん で、 障 害 者が 日々生 き る

「あ りよう」 が 「障害 者 文化」 なので あ る。

倉 本 の 「文化 」観 は先 の ま しこ と近 く、多 数派(健 常 者、 晴眼 者)社 会 の価 値観 を相 対 化す る必 要性 を

示 した点で も共 通 して い る。た だ非 障 害者 で あ るま しこが 「多数 派 の抑圧 」に重点 をおい てい るの に対 し、

自身が 盲 人で ある倉 本 は、 その必 要性 を肯 定 しつつ も、 障害 当事 者 の 「身体 の経験 」記 述 す る意味 や、 一

括 りに見 られが ち な個別 の 「障害 者」 内部 の生 活文 化 の多様 性 ・多 義性 に注 意 を喚起 してい る。

2-5.「 差 異派 」文 化 運動 の意義:倉 本 智明 の問 題提 起2

引 き続 き倉 本 の論 考 を検討 す るが 、少 々頭 の切 り替 え を要 す る。前節 では 「障害 者 の(生 活)文 化」 に

焦 点 を当 て てい たが 、 この節 で は 「障 害文 化 運動 」、 中で も 「差 異 派」 と呼 ばれ る動 きを取 り上 げ 、そ の

意義 を考 察 す る。

2-5-1障 害文 化運 動 とは

最初 に、 「障 害 文化 」 と 「障 害文 化 運 動」 の区 別 を して お こ う。倉 本 に よる と、 「障 害(者)文 化 」 が

「現 にそ こ にあ る もの と して観 察 され る 『文化 』 そ れ 自体 」 で あ るの に対 し、 障害 文 化運 動 は 「コ ミュニ

テ ィの内外 にむけ られ た集合 行為 と しての 『運動 』」 で あ り、 「個 々 の障害 者集 団が これ まで 『逸脱 』 とみ

な されて きた もの を 『文 化』 と して相 対化 す る、あ るい はそ の イ ンパ ク トで支 配文 化 の秩序 の 組み 替 え を

図 ろ う とす る」 もので あ る とい う。 さらに言 え ば 「当該集 団 に属 す る者 に とって、 自身が 日々繰 り返 し行
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ってい る行為 に貼 られ た逸脱 ラベル を ひ きはが し、積 極 的 な意 味 を与 えなお す作 業」 が障 害文 化運 動 だ と

い う。 「文化 運動」 の中 で も特 に 「差異 派」 と呼 ばれ る もの を描 きだ したの が、次 の論 考 で あ る。

2-5-2「 平 等派 」 と 「差 異 派」*7)

「異形 の パ ラ ドックス」 と題 した論 考(倉 本 、1999)で 倉本 は、 身体障 害者 が 「普 通で ない」 と意味付

け られた 身体 を持 つ こと に正面 か ら向 き合 った 三つ の実 践 を、 「差 異派 」 と名 づ け た。倉 本 は まず 「差 異

派」 が何 に対 す る オル タナ テ ィブ なの か を明確 にす る ため に、 「平 等派 」 障害 者運 動 を対象 化 す る。 「平 等

派」 とは 、 「市 民 と して の平 等」 を達成 すべ く社 会的 障 壁 を な く して い く志 向で あ り、倉 本 もその 意義 は

否定 しない 。 しか し、 あえ てそ れ に還 元 しえない 問題 にこだ わ り続 け る一 群 の人 び との動 きに、倉本 は注

意 を喚起 した。 かれ ら 「差 異派 」 は、 障害 者 身体 のふ るまい や身体 ゆ えの経験 にこだ わ る。そ れ は、 いわ

ば 「障害 の有 無 にか か わ らず 同 じ人 間」 を常套 句 とす る 「平等 派」 の 運動 が無 視 して きた ことだ。 なぜ な

ら違 い の強調 は 、二般 の 「理解 」 を得 るに は不 適 と考 え られ てい るか らで あ る。 だが差 異派 の 主張 は深 い

現実 凝視 か ら来 てい る。 「同 じ人 間」 とい う言 葉 の裏 に何 が 隠 され て い るの か。 かれ らは、 い わば健 常 者

が 「見 ない です ませ て きた こ と」 を 白 日の 下 に晒 そ う とす るの であ る。

2-5-3「 差 異派 」 と しての 青い 芝、 ドッグ レッグス 、態変

倉 本 は 日本 におけ る 「差 異派 」 の実 践 と して、 活動 内容 も時代 も異 な る三つ の例 を挙 げ、 これ らは いず

れ も 「独 自に支配 文化 へ の介入 を試 み る」 実践 で あっ た と して い る(同:221-244)。

倉 本 は 「青 い 芝の会 」 の革新 性 の一 つ に、 「『鏡 に映 る 自身の 姿へ め嫌 悪』 とい う、 それ まで な ら個 人 的

な文 脈 で しか語 られ て こな か った問 題 を と りあ げた こ とを挙 げ る。 「障 害者 で あ る己 を肯 定 し、 誇 りを取

り戻 し」、「自己定 義 の変容 をめ ざす運 動 と しての 性格 」 を同会 は持 ってい た。 バ スへ の強行 乗車 や施 設 の

占拠 な ど、 世 間か ら 「過 激」 と見 られ た直接 行 動 に して も、 「人様 の迷 惑 に な らぬ よ う、 お とな し く従順

に」 生 きる こ と を強 い られ て きた 当人 ら に とって は 、 「世 間」 にた てつ くこ と 自体 が一 つ の 「文化 革 命 」

だ った のか も しれな い と倉 本 は言 う(同:245)。

続 く障害者 レス ラー集 団 「ドッグ レッグス」 は、肢 体不 自由の 身体 障害 者 を プロ レス とい うお よそ 「不

適切 」 な舞 台 に登場 させ 、 闘い 傷 つ く障 害者 身体 を観 客 の 眼前 に晒 し、 「毒 」 を振 りま くこ とを通 して 、

世 間 に流 通す る 「健常 者 に心地 よい」 障害 者像 の 「異化 」 に挑 ん だ(後 述)。

三 つ 目が 、金 満里 が主 宰 し、障 害者 の 身体 を前 面 に押 し出 した 表現 で知 られ る劇 団 「態変 」 で ある。結

成 当初 の公演 は健 常 者社 会 の欺購 性 を告発 す る性 格 を持 って い たが、 その 後、 障害 者 身体 その ものの持 つ

表現 力 ・芸術 性 が追 求 され る ように なっ た(同:246-247)。

これ らの実践 に共通 す る のは 、 「障害 者 と健 常 者の 間 に穿 た れた溝 の底深 さ と、一 方的 な分割=名 付 け

を押 しつけ る支配 文化 を脱 構築 す る必 要性 の認 識」 で あ る とい う。 障害 者 と健常 者 は 「同 じ」 だ と主 張す

る ので は な く、 途 方 もな く深 い溝 が あ る こ とを認識 した上 で 、 「差異 」 を顕 わに し、 障害 者 のあ るべ き姿

を一方 的 に押 しつ け て くる主流 文 化(健 常者 文化)を 脱構 築 す る点 に差異 派 の真骨 頂 があ っ た。

2-5-4「 差 異派 」 の現状 認識 と戦略:ド ッグ レ ッグス を例 に

で は 「差 異派 」 は現 行 の社 会 や主 流文 化 を どう認 識 し、い か な る介入=文 化 運動 の戦略 をた て るのか 。

ここで は 「ドッグ レ ッグス」 を例 に して、倉 本 の考 察 に注 目 したい。

倉 本 は障害 者 をめ ぐる現 在 の社 会情 勢 を、 「『ノーマ ライゼ ー シ ョン』 や 『共 生』 といっ た耳 障 りのい い

言葉 が社 会 にあ ふ れ る中 、現 実 の障 害者 の 存在 は む しろ不 可 視 化 され てい る」 と見 る。 「障 害者」 関 連 の

テ レ ビ番組 や 「人 権啓発 」、福祉 イベ ン トは確 か に増 えた 。だ が倉本 に言 わせ れば、 「メデ ィア や学校 教育

を とお し、 一方 的 で画 一的 な障害 者 イメー ジが 流布 され る」 一方 、健 常 者 の大 半 は、 「彼 ら彼 女 らの 生 の

現 実 にふ れ る機 会 」 を もたず にい る。 障害 者 と深 く接 して い る者 か ら見 る と、 メ デ ィアや教 育 の中 の 「障

害者」 像 は、 白 々 しさ と苛 立 ち を感 じさせ る もの で しか ない。倉 本 が注 目 した 「ドッグ レ ッグス」発 起人

の北 島 もその 一人 で あっ た。

「障害 者へ の理 解」 や 「交流 」 を謳 うイベ ン トに北 島 は不 満 を持 つ。 なぜ な らそ こに足 を運ぶ の は、結

局の ところ障 害者 の家 族 や福 祉 施 設職 員、 ボ ラ ンテ ィア とい った 「関係 者」 の みで あ り、演 技が まず か ろ

うと面 白 くなか ろ うと 「予 定調 和 的拍手 が 送 られ る」 か らだ。本 来 、障害 者 の厳 しい現状 や 思い を伝 え る

べ き一 般客 は不 在 だ。 またそ こで描 か れ るの は 「清 く正 しい、 ス テ レオ タイ プ」 の障 害者 像 に限 られ 、北
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島 が 日常 の つ きあい を通 して知 る,多 様で 生 々 しい障 害者 の姿 は皆 無 であ った 。 なお、倉 本 は、 この種 の

イベ ン トにつ い て、 「障害 者 の現 実 を伝 え る ど ころか 、逆 に、障 害者 の く生 〉 とその イ メー ジ を健 常 者 に

とって都 合 のい い ものへ と変形 し再 生 産す るた めの装 置」(同:231)だ と断 じて いる。

北 島が 旗揚 げ した 障害者 プロ レスで は、 「障 害者 イ コー ル福 祉 」 とい う図式 や、 「善 」 な るイ メー ジ を払

い のけ、 観客 に 「後味 の悪 さ」 や 「心 に ま とわ りつ い て離 れ ない何 か」 を持 ち帰 って も らう ことをめ ざ し

て いた。倉 本 は 、 この障害 者 プ ロ レス とい う取 り組 み を 「障害者 とい う存 在 につい て深 く考 え る ことな し

で も充分 に成 り立 っ て しま う大多 数 の健 常者 の 日常 に換 を打 ち込 み 、異化 す る装 置 」 であ り、 「差 異 の顕

在化 と加 害性 の 自覚 を人 々 に迫 る戦 略」 で あ った と見 る(同:232、246)。 「差異 派 」 に接 した 者 は、 「見 慣

れた風 景」 を、昨 日 と同 じよ うにた だ眺め て い るわけ には いか な くな る。つ ま りこの実践 は、 「主 流文 化」

を自明視 して疑 わなか っ た人 にその 自覚 と相対 化 を迫 る とい う点 で、 まさに 「文 化運 動」 なので あ る。

2-6.「 生 の全体 性」:石 川 准 に よる総 括

最 後 に、 自 ら全盲 であ り障 害学 の 理論 的 主導 者 で もあ る石 川准 の論考 を参照 す る(石 川、1999,2000a,

2㎜b)。 石 川 は以上 の議 論 すべ て を了解 した上で 、 ア イデ ンテ ィテ ィに注 目 して論 を展 開 してい る。

石 川は 障害者 が 「障 害の 克服 か、 障害 の肯 定 か」 どち らかの選 択 を迫 られる言 説構 造 を暴 いた 上で 、障

害 者 自身 が テク ノロ ジー等 を用 い て 「方 法 を編 み出 す」 こ とを 「同化 主義 」 とは区別 して再評 価 した 。 ま

た、 障害者 個 人が生 きてい く中で行 う懸命 の 「努 力」 や工 夫 は 「れ っ き と した した文 化」 で あ る と し、問

われ るべ きは、障害 者 に対 して 「あ るべ き」 像 を押 しつ け て くる健常 者 であ る こ とを描 き出 した 。 さ らに

「障害 の肯 定」 とい う思 想 を も脱神 秘化 し、 それ が生 身 の障 害 者 に ドグマ 的 に作 用す る 「罠 」 を も指 摘 し

た。 「克服」 の 苦 しさか ら逃 れ て 「意 味」 を育 むの も 「文 化」 な ら、 「肯定 」 しきれず に具 体的 「方 法」 を

編 み 出す の も 「文化 」 であ り、 その どれ もが 同 じ人 の人生 の、生 活 の折 々で 、戦 略 と して使 い分 け うる も

ので あ る。 そ う した障害 者 の 「生」 の全 体 性 の 中 に 「障 害 の文 化」 が あ る と石川 は述 べ た。 この主 張 は、

健常 者 が 「障害 者 の生 の 断片(「 生 の全 体性 」 の反 対)を 切 り取 っ て」(石 川 、1999:74)表 象 す る こ とや、

「純 粋」 とい った オ リエ ンタ リズム的 な 「本来 性 の押 しつ け」へ の鋭 い警 告 と もな ってい る。

石川 の 「障害 の文 化」 論 は、 障害 者が そ の 「身体」 と 「生」 を客体 化 ・断片 化 され る こ とか ら解 き放 た

れ、 自 らの 手 に取 り戻す た めの理 論 であ り具体 的方 法 なの であ る。

2-7.「 障 害文 化」 の意 味 内容 か ら見 た分 類

見 て きた よ うに、 「障 害文 化」 の 定義 や 意味 内容 は論 者 と文脈 に よ り様 々で あ る。 ここで 意味 内容 を簡

単 に整 理す る な らば、 「あ りよう」 と 「文 化運動 」 とい う二 つ の志 向で分 類す るこ とがで きよ う。

前 者 は、 文化 を、 あ る程 度 『そ こにあ る もの、行 われ てい る もの』 と して観 察 しうる もの と捉 える方 向

で あ る。個 々の 障害 者集 団が 育 んで きた、生活 文 化(規 範 、生 活様 式 、生 産物)の あ りよ うの総 体 とい う

こ とが で きる だろ う。特 に、 健常 者 中心文 化 か ら自律 した、 障害 者の 生や 身体 に適 合 的な生 活文 化 に注 目

す る立場 と も言 え る。後 者 は、「新 しい価 値 を創 造 した り、『文化 』 と見 な され てい なか った もの を 『文化 』.

と読 み 替 える こ とで 、個 人 のア イデ ンテ ィテ ィや 社会 の主 流文 化 に介 入 しよう とす る もの」 で あ る。そ こ

には、 「障害 を肯 定す る価 値観 」 や、石 川 が述べ た 「生 の全体 性」 とい う概 念 も包 含す る もの であ る*8)。

これ ら各論 は対 立 し合 っ てい るわ けで は ない。 それ ぞれ の 「障害 文化 」 が主 張 され た背景 ・文 脈 を考 え

るこ とこ そが重 要 で あ ろ う。 「障 害文 化 」 の各論 者 は 、障 害 者 をめ ぐる何 らか の現 象 や言 説へ の批 判 、 あ

る いは 「障害 学 の視点 」 にか な う具体 的提案 を行 うた めに、 「障害 文 化」 とい う概 念 を用 いた ので あ る。

3.障 害文化論のメタメッセージと人権教育

ここでは2章 を受けて、障害文化論が教育に対 してもつ意義を述べていきたい。

3-1.障 害文化論者の現状認識と 「文化」の意義

障害者の 「文化」を措定するような発想は従来なかったものである。障害文化論者はなぜこの新 しい概
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念 を用い た のか。 〈現状 認 識 〉 と、 そ れ に対 して〈 「障害 文化 」 に注 目す る意義 〉 とを整理 す る。

現状1.健 常者(特 に医 師 ・教 師 ・福 祉 関係 者 ら)が 「障 害者 は どうあ るべ きか」 を知 って い る とされ 、

障害 者 は援 助 され る受 動的 で無 力 な存在 だ と見 られ てい る。

〈意 義 〉障害 を肯 定す る価 値観 にせ よ、生 活技 法 にせ よ、 障害害 当事 者 が主 体 的 に、 試行 錯誤 の 末 に獲 得

して きた もので あ り、 与 え られ た もので は ない。 「文 化(あ りよう)」 に光 を当 て るこ とは、 障害

当事者 に とって は 自分 た ちが築 い て きた もの に 自信 を持 つ こ とであ り、 健常 者 に とって は健常 者

中心文 化 の抑圧 性 に気 づ き相 対化 す る契 機 となる。

現 象2.健 常 者社 会が 、障 害者 の 身体 や生活様 式 に否 定 的 な意味(ス テ ィグマ)を 与 え、 障害 者 自身 も否

定 的 な 自己像 を内面 化 しが ちで あ る こ と。

〈意義 〉ろ う文 化 宣言 が 「自信 と誇 り」、 自立生 活運 動 は 「障害 の肯 定」 へ の道筋 を示 した よ うに、「文 化

運 動」 は、障害 者 が内 面化 してい た否 定 的 な アイデ ンテ ィテ ィを肯 定 的 な もの に書 き換 え る。

現 象3.否 定 的 な障害 者観 が 「共生」 「ノー マ ライゼ ー シ ョン」 の かけ声 の下で 隠蔽 されてい る。

〈意義 〉杉 野 が障害 者 の 「名 の り」 が抑 圧 され る構造 を描 き、倉 本が 「差 異派 」 障害文 化 運動 を取 り上 げ

たの は、 まさに この現 実 を顕 在 化 させ るた めで あ った。 健常 者側 は口当 た りの よい言葉 で状 況 を

定 義づ け るの では な く、 抑圧 的 な 「健 常 者中 心主義 」 を意識 化 す る必 要 があ るの だ。

現 象4.教 育や メデ ィアで障 害者 の 「純粋 さ」 「前 向 きさ」 が表 象 され る こ とが多 い 。

〈意義 〉健 常者 が 自 らに とって都 合 の いい像 を障 害者 に押 しつ ける こ とで 現実 の差 別 を隠 蔽 してい る こ と

の意味 を、 「差異 派」 文化 運動 や 石川 の 「生の 断片 化」批 判 は 明 らか に して い る。

現 象5.障 害者 集団 を 「文化 を育 む マ イノ リテ ィ集団」 と見 る視 点 が なか った。

〈意義 〉障 害文 化 に注 目す る こ とで 、共通 の身体 的 ・社会 的条 件 を持 つ 「ピア」 な集 団が もつ力 を再 評価

す るこ とが で きる。障 害文化 論 は、 障害 者が 主体 的 に形 成す る コ ミュニ テ ィが 障害 者 の 身体 と生

に適合 的 な文化 と肯 定 的な ア イデ ンテ ィテ ィ を育 んで い る こ とを示 した。

相互に関連する現象を五点挙げたが、それらが共通 して指摘するのは、「健常者の身体と生」に基準を

置いた 「健常者中心文化=主 流文化」がこの社会の価値観と生活を覆っており、障害者を生きづらくして

いる現状である。それに抵抗するのが、障害者が日々生きていくことそのものの中で形成してきた生活文

化や価値観であり、それこそが健常者に 「加害性の自覚を迫る」(倉本、1999)障 害文化運動の中核なの

である。

3-2障 害文化論が人権教育に提起するもの

障害に関する人権教育 ・啓発について一般的に言えることは、「障害者の大変 さ」 とそれが 「本人の努

力と周囲の援助」により解決される物語、あるいは 「ある障害者の前向きな生き方、純粋 さ」といった物

語が多く、それによって生徒(学 習者)個 人の 「障害者への差別意識」に訴える傾向や、障害者が 「思い

やりの大切さ」といった道徳律を喚起する材料とされる傾向が強い、ということだ。

このような実践が社会的障壁の問題を軽視しており、ステレオタイプの再生産でもあることは言うまで

もないが、そこで健常者が一方的に 「障害者のあり方」を規定していることは問題視されてこなかった。

「前向き」な障害者像にひそんでいるのは、健常者の罪悪感の裏返しとして 「良い像に描いてあげる」と

いわんばかりのパターナリズムである。だが、障害者による 「価値の転換」をもたらした運動、あるいは

障害文化運動に学ぶならば、健常者が障害者を表象することの問題性に気づ くとともに、情緒的な罪悪感

などもつ必要がないと気づ くことにもなろう。.

教育者が 「善意」でもって障害者像を造形 しようとする時 一 それは講演者 として障害当事者を起用

することを含め 一 、自身の健常者中心主義的な価値観は自覚されていない。「健常者中心主義」はあま

りに自明で頑強なので、たとえ実際に障害者と接しても、それを自覚化するのは難しい。だからこそ健常

者は、障害者が経験の中で築いてきたもの総体、つまり 「文化」一 価値にしろ、障害者の生に適合的

な生活文化であれ 一 を学び、自らの障害者観を相対化 し、社会の健常者中心性に気づいていく必要が

あるのだ。社会や世界を批判的に見る力を養い、それで見えてきた課題を具体的にどう変えていくかを考
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える こ とが 、人権 教 育 ・啓 発 の主 要 な リソース となる と筆者 は考 える。

教 育 にお いて 「障害 者 差 別」 が語 られ る時 、外見 や不 能力 を理 由 とす るい じめ等 を と りあ げ、 「差 別 し

ない ように しま し ょう」 と情緒 に訴 えか け られ る こ とが 多 か った 。*9)だ が広 範 な社 会 的 障壁 の 問題 は、

表面 的 な 「バ リア フ リーチ ェ ック」等 を除 けば、 さ して取 り上 げ られ て こなか っ た。現 実 の 「差 別」 事象

を取 り上 げる に して も、 そ れ を産 み だ してい る健 常者 中心 主義 的 な価値 へ の気 づ きが なけ れば、 表層 的 な

学習 に終 わるだ ろ う。

「障 害文化 」 の教 育 的示唆 は 、「障 害者 の文 化」 を知 るこ とで はない 。障 害者 の経 験 や視点 を経 由 して、

あ ま りに 自明で 意識 もされて こなか った この社 会 の構 成 原理 や あ り方 、つ ま りマ ジ ョリテ ィ中心 の 「文化 」

のあ りよ うを変革 す る こ とな ので あ る。*10)「文 化」(価 値 観)の 変 革 は 「権利 」 に魂 を入 れ る作業(長 瀬、

1996)な の だ。 「人権教 育 の ため の 国連 十年 」 で言 わ れ る と ころの 「人権 文 化」 も、 その ような視 点 か ら

捉 え返す こ とがで きない だろ うか。

イギ リス障 害学 の論 者バ ー ンズ は、 障害 文化 は 「社会 が 障害 者 を無 力 化す る過 程 を暴露 」 す る もの で あ

り、 そ れ 自体 が教 育的(educative)だ と述べ て、 パ ウロ ・フ レイ レの思 想 に も言 及 して い る(Bamesetal.,

1999:192)。 教 育 は主流 文 化 の再 生 産 を担 う性 質 を もつ が、 現実 に介入 す る契 機 も持 ち うる もの だ。 障害

文 化論 は、 「平 等」 「共 生」 あ るい は 「ノーマ ラ イゼ ーシ ョン」 といっ たの っぺ りと した概 念 で は導 きだせ

な い、 「現 実 の あ りよ うや価 値」 を意識 化 して い くた め の ヒ ン トを提供 してお り、 そ れ 自体 が 「教 育 的」

と言 え るので あ る。

3-3障 害 者問 題 を扱 う人権教 育 ・啓発 の検証 軸

一 つ の ま とめ と して
、障 害者 に関 わる人 権教 育 ・啓発 を批 判 あ るい は構 想 す るた めの検 証 軸 を、あ くま

で も試 みにで は あるが 、挙 げ てみ る。

① 問題 設定 が 「障 害の 個人 モ デル」 あ るい は 「医療 モ デル」 で はない か。

障害 者 の 「前 向 きな生 き方 」 や 「努 力」、 「周 囲の 人の援 助」 を もって 問題 を解決 す る よ うな描 き方 を

して、社 会 の問 題 を忘却 して い ない か。 「医療」 を扱 う な らば それ を相対 化 す る視 点 があ るか 。

② 健常 者 に都合 の よい 「障 害者」 像 を描 い てい ない か。

た とえ 「受 け身」 な描 き方 を避 けて も、あ る いは 「い か に も前 向 き」 を避 けて 「自然 な」像 を描 こう

と して も、ど う描 いて もス テ レオ タイ プに落 と しこまれ る危険 は あ る。それ を回避 し よう と してい るか 。

③ この社会 の 隅 々 を覆 ってい る 「健 常者 中心 主義 」 に気づ く契 機 が組 み込 まれて いる か。

例 えば、 身辺 自立 や賃 金労 働 に価値 をお く 「自立」 観 が健常 者 を前提 に した もので 、障 害者 に抑 圧 的

で あ る こ と。 障害 児 者 とそ の家 族 のス テ ィグマ化 。 障害 者 の生 活 ス タイ ルや マ ナ ーが 「逸脱 」 視 され 、

当事 者 を生 きづ ら くしてい る こ と。何 か の達 成 を 「健 常者 に近づ い た」 こ とで もっ て賞 賛 す る こ と等へ

の 問題意 識 が ある か。

④(③ と表 裏 だが)障 害者 運動 が築 い て きた新 しい価 値 を学 ぼ う と してい る か。

例 えば 新 しい 「自立」 観 、労働 観 。 家族 観 の相 対化 。 少数 言 語 と して の ろ う者 の手 話 。 「障害 の 社会

モ デ ル」。 「障害 を もつ こ と」 と 「不 幸」 を結 び つけ る こ とを否定 す る一連 の考 え方 。 あ るい は、障 害者

の 身体 と生 をあ りの まま肯定 す る志 向(健 常 者側 が描 く 「立派 な障害 者像 」 と、 当事者 の 「肯 定的 自己

像」 とは完全 な別物 であ る)を 学 ぶ契機 が 含 まれ るか。

⑤ 多様 な障害 当事 者の 生 と リア リテ ィ を尊 重 して いる か(イ ンペ アメ ン トの種類 や程 度 だ けで な く、 生活

環境 や意 見 は もち ろん、 性別 ・年 齢 ・性 的志 向 ・エ スニ シテ ィな どを含 めて)。 一枚 岩化 してい な いか 。

あ る当事 者 の語 りが他 の 当事者 に抑 圧 的 に作用 す る こ とが ない か。 チ ェ ック機 能 が ある か。

上記 の検 証軸 は、 「何 々差 別」 とい う枠 組 み では 、あ る いは 「平等 」 「共生 」 とい った概 念 で は見 えて こ

ない ような、現 実 を批 判的 に捉 え代 替案 を提 案 す るた めの ヒン トを含 んで いる と考 え る。 そ の点 で、 障害

者 以外 の マ イノ リテ ィに関 わ る人権教 育 や多 文化教 育 に も、示 唆 を提 供 してい る とい える だろ う。
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おわ りに

分 け隔 て られ、 ひ とま とめ に され て、慈 善 の名 の もとに私 た ち は売 られ てい く。

罪 の意識 と同情 とをか きたて て、 それ が人 々の心 に届 い てい く。

私 たち の声 は、 な き もの に され る。

イ メー ジ を壊 さない よ うに。

支援 者 を頼 って いる とい う イメー ジ を壊 さない ように。(MichelinMason,"Fromthelnside")

これ はイ ギ リスに お ける 「障 害 芸術 運動」 の 流 れの 中で登 場 した 障害 当事 者の 詩人 メイ ソンの詩 の一 節

であ る(BamesetaL、1999:194)。 障害 当事 者 の表象 と課 題設 定 に 当事者 の声 が反 映 され てい ない点 で は、

日本 とイギ リス の事情 は酷 似 して い る。障 害当事 者 の声 が 「な きもの」 に されて い るの はなぜ な のか。 そ

こに向 き合 うこ とな く、障 害者 問 題 の教 育 ・啓発 を続 け る こ とは、障 害者 を無 力 化 す る構 造 を正 当化 し、

健 常者 中心 主義 を永 続化 させ る こと を意味 す る だろ う。

当事 者 の視点 を欠い た ま ま、マ ジ ョリテ ィ側 が 自 らを相対 化 する こ とな く人 権教 育 課題 を規 定す る な ら、

それ は差別 解消 か らもエ ンパ ワメ ン トか ら も遠い もの になる。障害 文化 論 は、当事 者 の視点 く 障害学 〉 と、

当事者 の問 題解 決 をめ ざす教 育実 践 く人権 教 育 〉 を架橋 す る可 能性 と方 法 を示 して い るのだ。

<注>

1)こ れ には、障害者が社会 的に隔離 されて きた歴史が長 く、障害者 と深 く接 する経験 をもたない者が、教 育者や

研 究者を含め多数であ り続 けているこ と、障害者に関わることは 「福祉」 という枠 に押 し込 められがちであっ

た こと、 当事者運動の側 も 「日々の生活(介 助保障)」 「移動の権利」 といったよ り差 し迫 った問題の解決 に力

を注がざるをえない こと等 、さまざまな要 因が考えられ るが、本稿ではこれ以上触れない。

2)特 にイギ リスがそ うであるが、障害学(DisabilityStudies)」 では 「障害」 とい う日本 語に相 当す る言葉 を、

インペアメン ト(身 体 の損傷)と デ ィスアビリテ ィ(社 会的障壁が障害者 を無力化 していること)に 分割 して

用いている。後者 を探求するのが障害学の柱である。

3>実 際には 「障害文化」の他、「障害の文化」 「障害者文化」 とい った呼び方 もあるが、名称 による内容の相違 は

認め られない。本稿では便宜的 に包括 して 「障害文化」「障害文化論」 と呼ぶ。

4)障 害学やろ う学(Deafstudies)は 、ポス トコロニアリズムの学問 とも捉 えられる。

5)む ろん 「名づけ」「名づ けへの反作用」 「名の り」はあ くまで も局面であって実体ではない。実際の認識 は複合

的 ・流動的な ものである。

6)「 障がい」 という表記は、ま しこ自身の表記に倣 った(ま しこ、1998)。

7)こ こでは差異派の意 図を明 らかにするためにこの ような表現 をとっているが1平 等派 と差異派は必 ず しも対立

する もので はない(石 川、1999b;姜 、2001)。 「差異への権利」 を含 めた権利概念の拡張に よる、両者 を包含

したかたちでの人権概念 も模索 されてい る。

8)し か し、あ りようについて語る こと自体が 「文化運動」 的な意味 を持 ちうるので、両 者の境 は曖昧である。一

つの主張 を別 の局面か ら見 たもの ともい える。

9)な お、 「差別 」 とい う用語 で障害 者の問題 を切 り出す のは困難 を伴 う ものだ。例 えば、(筆 者 の実感 として)

「結婚差別」 は非常 に多 く、 これは優 生思想 や家父長制 と深 く結 びついているが、一方で恋愛や性か ら隔て ら

れている障害者が多 い。 これ ら全体状況 をふ まえ、かつ、障害者が つ くりか えて きた価値(結 婚や性 の脱特権

化 も含め)か ら学ばなければ、 この問題 は語 れない。就労 にして も、「雇用 環境整備 、意識改革」 と 「労働の

価値の相対化」 を同時に語 る必要が ある。

10)こ こで、人権教育 の隣接概念である 「多文化教育」 を想起するのは有効であ ろう。在B韓 国 ・朝鮮 人教育実践

をふ まえて多文化教育 を捉える中島智子の 「文化」観 は、障害文化論 と近い ものだ。 中島による と、多文化教

育の 目的は 「多 くの文化」 を理解す ることではない。「文化」は外在化 されたエキゾチ ックな、「学ぶ対象」で

もない。む しろ自身が生 きる社会 のシステムに内在す る 「主流文化」 を意識 し、 自覚 し、相対化することが求

め られる と中島は語 っている(中 島、1997)。
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EducationalSig㎡ficanoeof
``Dis

abili重yCultu血e,,:

LinkingDisabledPeople'sPerspectivetoHllmanRightsEducation

MATSUNAMIMegumi

Thispaperexplores血epQssibilityoflinkingdisab匡edpeople'sperspectivetohumanrightseducationby

fbcロsingontheconceptof"DisabilityCultu爬"inthecontextofDisabi童ityStudies.Itattemptstoexaminethe

validityofeducationalpracticesconcemingdisabledpeQple'sissues.

Aserie串ofdiscussionof¢he."DisabilityCukロre"hasevo量vedstimulatedbysomeoロtsIandings㏄iaI

actionofdisabledpeoplethemselvessuchasDeafCultureMovementandIndependentLiving .Movement.Ithastried

torevaluatethesetofvaluesand璽ivedcultulewhichdifferenttypesofdisabledpeoplehavedevelQPedoveryears

and,atthesametime,tocriticizethewayinwhichthecultureofableismhascontinuedtooppressthedisabled

people電sIives.Therefbre,theadvocatesof"DisabilityCulture"emphasizetheimportanceofrelativizingthe

d㎝inantculture,which,Ibelieve,iso丘enoverlookedwhen血edisabledI珍ople'sissuesaredealtwi出inhum田1

rightseducation,Theauthorbelievesthat"DisabilityCulture"itselfiseducativeb㏄auseitcanprovide電hec且ueto

transfbrmourdominantculture.

TheaxesofinquiryareaSfbllows:whetherl)itadoptsthe"socialmodelofdisability";2)itavoids

skewedimageryofdlsabiedpeople;3)itincludesthemomenttoawakepeopletothedominanceof血bleism;4)it

reflectsaltematlvevaluesofdisabledpeople;5)itrespectsdiverselivesandrealityofdisabledpeople.
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